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令和７年度（令和６年分）給与支払報告書（総括表）

提出期限　　1月31日

茨城県那珂市長　宛　　令和 ７年  １ 月 １５ 日提出

令和　６年　　１月分から　　１２月分まで

9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 4
カブシキガイシャ△△ショウジ

ナカシ○○１２３バンチ４５

課 係

　氏名 △△　　花子
（電話 ☆☆☆－☆☆☆－☆☆☆☆ ）

① この番号を個人別明細書に転記してください。

②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

給与の 支払期間

給与支払者の個人
番号又は法人番号

フ リ ガ ナ

給 与 支 払 者 の
氏 名 又 は 名 称

人
80

1

所 得 税 の 源 泉 徴 収
を し て い る 事 務 所
又 は 事 業 の 名 称

2

事 業 種 目

受給者総人員

報
　
　
告
　
　
人
　
　
員

人

人

指　定　番　号

1234

普通徴収対象者
（退職者）

特別徴収対象者
人

人

22

3

必要　・　不要

那珂市在住のかたで、特別徴収（給与天引き）により納税する人数を記載してください。
茨城県と県内全市町村では、平成２７年度から法令遵守や従業員の利便性の向上を目的として特別徴収を実施していた
だく取り組み（一斉指定）を行っております。事業主の皆様におかれましては、特別徴収の実施につきまして、ご理解
とご協力をお願いいたします。

関与税理士等の
氏名及び電話番号

  氏名

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

給 与 支 払 者 が
法人である場合
の代表者の氏名

連絡者の氏名、
所 属 課 、 係 名
及 び 電 話 番 号

代表取締役社長　　△△　太郎

人事 給与 税務署

給与の支払方法
及びその期日

納入書の送付

所轄税務署名

eLTAX（エルタックス）を利用して給与支払報告書や給与所得者異動届出書の電子申告ができます。
○紙による提出と比べ、印刷、郵送の事務や経費が節約できます。

○媒体（光ディスク等）による提出と比べると、提出市町村の数の媒体の準備や管理等の必要がありませ
ん。

※詳しくは、eLTAXホームページ（http://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。

令和６年度よりeLTAXで給与支払報告書を提出した事業所につきまして、特別徴収税額通知（納税
義務者用）の受取方法が選択できるようになります。給与支払報告書を提出する際に紙、電子デー
タから希望する受取方法をお選びください。また、紙で提出した事業所はこれまで通り紙での配布
となります。

茨
城
県
那
珂
市
提
出
用

那珂市から送付した総括表以外の総括表を使用する場合は、必ず指定番号を転記するか、今回送付し
た総括表を未記入のまま同封してください。

「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号（マイナンバー法第２条第
５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記
載します。こちらから送付する総括表には原則法人番号を印字していますが、印字されていない場
合、新規で総括表を作成する場合や個人事業主の場合は個人番号又は法人番号を記載してくださ
い。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載してください。

普通徴収への切替理由書の「普Ｆ」に該当する人数を記載してください。
「普A」～「普E」に該当し普通徴収とする人数を記載してください。普通徴収のかたがいる場合に
は、普通徴収への切替理由書の提出も必要になります。切替理由書の提出がない場合は、特別徴収
となりますので、ご注意ください。また、切替理由書により普通徴収への切替を申し出た場合でも、
確認の結果、特別徴収とすることがあります。

令和７年度住民税の特別徴収した税額を納入する際の納入書の 必要・不要 について、いずれかに
○を付けてください。○のない場合は、納入書を送付いたします。

報告人員の合計 30

普通徴収対象者
（退職者を除く）

株式会社　　△△商事

フ リ ガ ナ

同 上 の 所 在 地 那珂市○○１２３番地４５ 5

法人番号、宛名等に誤りがある場合は、朱書きで訂正をお願いします。
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